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放送コンテンツ（アニメ含む）の適正な製作取引の推進

に関する取組状況

資料４



1１．製作取引適正化のための調査及び指導

調査に当たっては、下請代金支払遅延等防止法（昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。）を所管

する公正取引委員会及び中小企業庁と連携し、下請事業者である番組製作会社等のヒアリングをした上で、

発注者である放送事業者のヒアリングを実施している。

ガイドライン遵守状況調査の概要

令和元年８月に改訂したガイドラインの遵守徹底による製作取引適正化を推進するため、同年１１

月からガイドラインの遵守状況調査を実施中（本年４月以降中断中）。

調査の結果、不適切な実態が確認された放送事業者に対しては、下請中小企業振興法第４条に基

づく総務大臣名の文書による指導及びフォローアップ（改善措置に関する報告徴収等）を本年１月

から実施している。

札幌、名古屋： 番組製作会社（計10社）のヒアリング

放送事業者（計10社）のヒアリング

（令和元年11月中旬に実施）

（同年11月下旬に実施）

広島、福岡： 番組製作会社（計８社）のヒアリング

放送事業者（計９社）のヒアリング

（令和２年１月中旬に実施）

（同年１月末～２月上旬に実施）

岡山、香川： 番組製作会社（計６社）のヒアリング

放送事業者（計５社）のヒアリング

（令和２年３月中旬に実施）

（同年３月下旬に実施）

東京： 番組製作会社（14社）のヒアリング、アニメ制作会社・クリエイター（計57者）のヒアリング

（令和元年11月中旬から実施中）

※調査は他の地域でも実施する予定。



2２．重点課題の指標化を通じた改善状況の把握①

（１）放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン・フォローアップ調査（令和元年度フォローアップ調

査は令和２年２月～３月実施）の結果、明らかとなった課題（製作会社間の取引適正化）について、ガイドラ
イン改訂時に反映し、番組製作会社についてもガイドラインの対象とする。

（２）今後、①書面の交付、②取引価格の決定に係る事前協議、③不適切な取引内容の変更及びやり直しが行

われないこと、といった重点課題の改善割合を指標化し、毎年度の業界全体の改善状況を定量的に把握

するとともに、改善が見られない事項があれば、その原因を分析の上、業界団体に対して改善を要請。

設 問（重点課題に関するもの） 放送事業者／番組製作会社 令和元年度

①書面の交付
※「常にまたは概ね行っている/受けている」と答えた事業者の割合

放送事業者 86.4%
番組製作会社（放送事業者との取引） 75.9%
番組製作会社（製作会社間の取引） 62.5％

②取引価格の決定（事前協議の有無）
※常にまたは概ね事前協議を行ったと答えた事業者の割合

放送事業者 90.5%
番組製作会社（放送事業者との取引） 72.1%
番組製作会社（製作会社間の取引） 62.5％

③取引内容の変更及びやり直し
※不適切な事例はなかったと答えた事業者の割合

放送事業者 89.3%
番組製作会社（放送事業者との取引） 75.3%
番組製作会社（製作会社間の取引） 51.8％

＜放送コンテンツの製作取引適正化に関する重点課題と調査結果＞ 回答率48.5%
（令和元年度:対象1,667社、回答809社）

（３）著作権の帰属については、フォローアップ調査（対象1,667社、回答809社（放送事業者510社、番組製作会

社299社））において、著作権の保有を希望したにもかかわらず、事前の協議なく著作権を譲渡したと回答した

番組製作会社が13社と限定的であったため、今後は改善割合の指標化ではなく、個別のヒアリングの強化
等で対応を進めることとする。

＜放送コンテンツ＞
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（４）アニメ制作会社、アニメーターに対してアンケート調査を実施。今後、①書面の交付状況、②価格決定に

ついての事前協議、③スケジュール遅延時の作業時間、といった重点課題の改善割合を指標化し、毎年
度の業界全体の改善状況を定量的に把握するとともに、改善が見られない事項があれば、その原因を分

析の上、業界団体に対して改善を要請していく。

（５）業界団体（一般社団法人日本アニメーター・演出協会）のHP上に意見箱を6/17に設置。アニメー

ター等から取引等に関する意見や事例を広く収集しつつ、下請振興基準等に照らし、問題となりうる事

例については、関係者にヒアリングを実施する等調査をし、不適切な実態が確認されたアニメ制作会社
等に対しては下請中小企業振興法第４条に基づく指導・助言を必要に応じて実施していく。

設 問（重点課題に関するもの） アニメ制作会社／アニメーター 割合

①書面の交付状況
※「全て交付している（されている）」、「ほとんど交付している（されている）」を合算した割合

アニメ制作会社（発注） 85.0%

アニメーター（受注） 45.2％

②価格決定についての事前協議
※「全て交渉している」、「ほとんど交渉している」を合算した割合

アニメ制作会社（発注） 90.0%

アニメーター（受注） 29.0％

③スケジュール遅延時の作業時間
※発注側：「全て改善している」、「ほとんど改善している」を合算した割合
※受注側：「あまり短くなったことはない」、「当初の作業期間と同等だった」の合算

アニメ制作会社（発注） 80.0%

アニメーター（受注） 35.6%

回答数：制作会社20社、アニメーター62者
＜アニメーション制作取引適正化に関する重点課題と調査結果＞

２．重点課題の指標化を通じた改善状況の把握②

＜アニメ＞
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（３）本年（令和２年）７月末までに「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の変更・追加内容
を確定し、同ガイドライン等の改訂を通じて更なる規範化を図り、放送コンテンツの製作取引の適正化を一層
強力に推進していく。

（１）昨年（令和元年）12月から再開した「放送コンテンツの適正な製作取引の推進に関する検証・検討会議」に
おいて、これまで深掘りされていない①著作権の帰属、②製作会社間の取引適正化 等の議論を継続中。

＜放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン：主な改訂内容＞

１．著作権の帰属
放送事業者と番組製作会社との間で認識の差が見られることから、発注段階で著作権の帰属を外形的に明確にすべく契約

形態の類型化等を図る。

２．製作会社間の取引適正化
放送事業者と元請けとなる番組製作会社だけでなく、元請けと孫請けとなる番組製作会社との間の下請取引にも問題が生じ

ていることから、番組製作会社間の下請取引の実態を把握するとともに、ガイドラインの対象に番組製作会社を含める。

３．下請法の解釈明確化
ガイドライン遵守状況調査により、放送事業者によって下請法の対象となる取引（情報成果物作成委託）の範囲に関する

理解にばらつきがあることが明らかになったことから、その範囲や3条書面への記載内容の明確化を図る。

３．ガイドライン改訂へ向けた取組

（２）また、ガイドライン遵守状況調査において明らかとなった問題となる事例については、上記検証・検討会議
において議題とするとともに、同じく明らかとなった望ましい事例と併せて、ガイドラインへの追記を行う。
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参考資料
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番組製作会社からの回答状況

メディア別 対象社数 回答数

地上基幹放送事業者※３、４ 128社（NHK含む）
128社
（100%）

衛星系放送事業者※３、４、５ 82社 72社
（87.8%）

ケーブルテレビ事業者※６ 345社 294社
（85.2%）

回答数：510社※2

（対象社数555社 回答率91.9％、有効回答数：346社）
【参考】前回（平成30年度）調査は5 78社を対象、回答数：4 85 社、回答率：83 .9%

団体名等 対象社数 回答数

全日本テレビ番組製作社連盟（ATP） 131社※8
58社※8  

（44.3％）

全国地域映像団体協議会（NRA） 120社※8
84社※8

（70.0％）

日本映像事業協会（JVIG） 120社※8
37社※8

（30.8％）

日本動画協会（AJA） 52社※8
23社※8

（44.2％）

その他団体未加盟等
（民間放送年鑑2013に掲載されている番組製作会社等）

726社 100社
（13.8％）

回答数：299社※7

（対象社数1,112社 回答率26.9％、有効回答数：214社）
【参考】前回（平成30年度）調査は1 ,1 49 社を対象、回答数：3 00社、回答率：2 6 .1%

回答状況 回答数の合計：８０９社（対象社数1,667社 回答率４８．５％、有効回答数：５６0社※1）
【参考】前回（平成30年度）調査は1 ,7 27 社を対象、回答数：7 85社、回答率：4 5 .5%
※1  有効回答数：回答数の合計から「今期は放送コンテンツの製作取引の実績なし」との回答２４9社を除いた回答数

※2 無記名16社を含む
※3 地上基幹放送事業者及び衛星系放送事業者は、テレビジョン放送を行う社を対象
※4 NHKは地上基幹放送事業者、放送大学学園は衛星系放送事業者として集計
※5 衛星系放送事業者は、民放連加盟及び衛放協加盟社（番組供給事業者を含む）を対象
※6 ケーブルテレビ連盟加盟社を対象

放送事業者からの回答状況
（内訳）

「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」
令和元年度フォローアップ調査結果のポイント（１）

調査対象社に郵送等で通知し、インターネットにて回答（令和２年2月13日発出～同年3月13日締切）。
【参考】前回（平成3 0年度）調査は、書面調査であり、平成31年1月11 日発出～同年2 月2 8日締切。

調査方法

※7 無記名回答12社を含む。
※8 複数の団体に加盟している番組製作会社：対象社数37社、回答数15社
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アニメ制作会社、アニメーターへのアンケート結果（１）

１．アンケートの調査方法

【制作会社】
日本動画協会を通じて、会員社のうちアニメ制作に携わる制作会社を対象にアンケート票を

送付し、回答を集計。

調査期間：2020年2月21日～ 2020年3月13日

【アニメーター】
日本アニメーター・演出協会（JAniCA）を通じて、JAniCAのメルマガ会員やヒアリングに

対応いただいた方を対象に、アンケート票を送付し、回答を集計。

調査期間：2020年2月20日～ 2020年3月31日

２．アンケートの回答数

・制作会社 ：20社
・アニメーター：62者








